
その他

設オ

看

―ス トラリアの高齢者方 における

護師の役割とわが国の課題の一考察

一―南オース トラリア州のナーシングホームで看護師(RN)と して勤務した経験よリーー

中 野 美 加

Role of Nursing in an Australian Aged Care Facility and

Aged Care lssues in Japan

―
BaSed On an experience wOrking as a Registered Nurse

at a Nursing Home in South Australia一 一一一

NAKANO Mika

Abstract: In recent years, the Japanesc Government has reviewed and increased funding for terΠ linal and

end― of― life care in aged care facilities to meet the nceds of an aging population experiencing increased life

expectancy. However, medical treatinent needs in such facilities have increased and as a consequence, con―

cem arises regarding the increasing work demands on nursing staff and less experienced care workers.

Australian nursing homes are silnilar to Long Term Care Nursing Homes in Japan and Australia also has

an increasing aged population and increasing demand for lnedical treatlnent in nursing homes. In Australia, a

Registered Nurse worked as a manager at a nursing home, and Rcgistered Nurscs provided 24 hour care for

older residents.Palliative care and end― of― life care were provided to elderly residents in addition to daily liv―

ing care.The〕Registered Nurses worked as part of a multidisciplinary team with Care Workers,Physiothera―

pists,Occupational「 rherapists and other allied health staff,to provide best quality care to all residents.

This paper will providc an overview of Australian Aged Care Services and describe the Registered Nurse's

role in Australia, based on the author's experiences whilst working in a nursing home in South Australia。

The role of nursing and issues of care fOr older residents in nursing homes in Japan are also considered.

Key Words: Australia,aged care,nursing home,rolc Of nursing,team care

抄録 :近年 ,日 本 では高齢者へ の介護報酬が見直 され,タ ー ミナルや看取 り加算が追加 された ことに

よ り施設で最後 まで暮 らしていける可能性が高 まった。 しか しなが ら人 口の高齢化 と共 に施設内での

医療 ニーズが増 え,結果的 には,人員の少 ない看護職へ の負担 と医療経験 の少 ない介護職へ の負担が

増加す ることが危惧 されてい る。 オース トラ リアの高齢者施設 の ひ とつであ るナー シ ングホームは
,

日本 の特別養護老人ホームに類似 してい る。 オース トラ リアのナーシ ングホームでは,看護師が施設

長 を担 い,看護 師が 24時 間勤務 す る ことが義務付 け られてい る。 オース トラ リア も日本 と同様 に
,

加速す る人口の高齢化 に伴 ない施設での医療 的ケアニーズが増加 し,日 々の生活の援助 と共 に緩和 ケ

ア,終末期ケアも提供されている。看護師は介護を行うケアワーカー,理学療法士,作業療法士など

の多職種 と連携 し,そ の人にとって必要なケアを提供 していた。本稿では,オ ース トラリアの高齢者

ケアの概況を述べ,南オース トラリア州のナーシングホームで看護師として勤務 した経験 を振 り返

り,ナ ーシングホームで経験 した看護師の主な役割を記述すると共に,日 本における高齢者施設での

看護師の役割と課題について考察する。

キーワー ド:オ ース トラリア,高齢者ケア,ナ ーシングホーム,看護師の役割,チ ームケア
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は じめ に

近年,日 本では人口の高齢化に伴い高齢者の要介護

度が重度化すると共に,施設内での医療的ケアのニー

ズが高まり,特 に特別養護老人ホーム (以下,特養 )

においては,医療的ケアの在 り方について多 くの課題

や議論が交わされている!力 。特養における介護報酬|

の見直 しと改定が 2006年 に実施され,重度化する入

所者への対応と看取 りへの介護加算が適用となり,特

養は,高齢者の生活の場だけではなく,余生の最期を

迎える場として体制がとられたといえる。しかしなが

ら,入所者の重度化と看取 りへの報酬1改定は実施され

たものの,特養で入居者をケアするスタッフの人員配

置の改正は実施されず,特養で暮らすひとりひとりの

高齢者の毎日の生活を支えると共に,医療的な処置が

増加 し,人員の少ない看護職への負担と,医療経験の

少ない介護職への負担が,増加することが危惧 されて

いる3。

オース トラリアの高齢者施設のひとつであるナーシ

ングホームは,日 本の特養に類似 している。オース ト

ラリアも日本と同様に,加速する人口の高齢化の中 ,

施設での医療的ケアニーズも高 く,日 々の生活の援助

と共に緩和ケア,終末期ケアも行われている。オース

トラリアのナーシングホームでは,看護師が施設長を

担い,看護師が 24時 間勤務することが義務付けられ

ている・ 。看護師,介護を行うケアワーカー,理学療

法士 (以下,PT),作業療法士 (以下,OT)な ど,多

職種が連携 し,ひ とりひとりの高齢者がその人らしく

生活出来るよう様々なサービスや,そ の人に必要なケ

アが提供されていた。本稿では,オ ース トラリアの高

齢者ケアの概況を述べ。日本とオース トラリアの両国

で看護師としての勤務経験を持つ筆者が,南オース ト

ラリア州の都市,ア デレー ドのナーシングホームで看

護師として勤務 した経験を振 り返 り,ナ ーシングホー

ムにおける看護師の主な役割を記述 し,今後の日本に

おける高齢者施設の課題について考察する。

Ⅱ。オース トラリアの高齢化 と

高齢者ケアの背景

2007年 国連の報告によるとオース トラリアは世界

で日本に次ぎ2番 目に平均寿命が長く,81。 4歳 (男性

79。0歳 ,女性 83.7歳 )で ある5。 2006年 における 65

歳以上の高齢者人口は 270万人で総人口の 13%を 占
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表 1 年齢グループ別人口変化 1989-2009

出典 :オ ーストラリア統計局 2010°

める。オース トラリア統計局資料によると,1989年

から2009年 の 20年 間に 85歳以上の人口の増加は著

しく,約 3倍 に達 している"(表 1)。 また,同 局の推

計によると65歳以上の高齢者人口は,2006年から 30

年後の 2036年 には,2.3倍強の 630万人に増加 し,オ

ース トラリア総人口の約 1/4に 達することが見込まれ

ている8。

ヨーロッパ諸国やアメリカと異なる中福祉・中負担

の社会保障体系を有するオース トラリアのシステム

は,国民健康保険のある日本と類似 してお り",オ ー

ス トラリアの高齢者ケアは地域や在宅における高齢者

ケアを中心に,日 本政府や研究機関から多 くの調査や

視察等などで注 目されてきたЮJ〕 。オース トラリアの

高齢者ケアは社会や高齢者のニーズによつて画期的に

展開され,オ ース トラリア連邦政府は 1980年 代半ば

から,そ れまで施設中心であった高齢者ケアを,その

人が住みなれた家,土地で暮らすことのできる地域・

在宅におけるケアヘと転換 してきた。中でも高齢者ケ

ア評価チーム (Aged Care Assessment Team:ACAT)

を導入することにより,高齢者ケア改革 (Age Care Rc―

form Strategy)を 行い,地域ケア重視の高齢者ケアの

成功へ導いた‖
。1980年代までの施設中心型の高齢者

ケアは地域中心型へ と転換 し,1998年 の統計報告で

は,オ ース トラリアの 60歳以上の全ての高齢者の約

9割が地域で生活 していると報告されているい)。

ACAT(通 称 :エ イキヤッ ト)は 医師,看護師 ,

PT,OT,ソ ーシヤルワーカーなどの医療専門職のチ

ームから成 り,地域で暮らしたい高齢者,施設入所を

希望する高齢者など,ひ とりひとりの高齢者の身体

的,心理的,社会的佃1面 や,個人のニーズ,環境など

を多角的に,かつ総合的に正確にアセスメントし,そ

の高齢者にとって適 したサービスの組み合わせを提供

する。オース トラリア政府は,地域における医療保健



サービスを充実させるため,保健サービス地域 (Area

Hcalth Services)と して,公費病院を中核 とした医療

保健サービス管轄の区域を明確にし,そ の地域住民の

健康に責任を持つ地域ケアシステムを定着 させてい

る。各保健サービス地域には,地域の高齢者人口やニ

ーズに合わせた数の ACATチ ームが配属 され,高齢

者が必要とするサービスの内容を評価するだけではな

く,地域の高齢者が必要とするサービスを受けられる

よう手配 している。さらに,実際に必要なサービスの

受給状況を確認,評価することにより,ACATの 機

能や高齢者ケアサービスの質を高めている。

オース トラリアの高齢者施設は,要介護度の高い

High Careと ,要介護度の低い Low Careの 2種 に大

きく分けられる (表 2)。 High Care施設は,通称ナー

シングホームと呼ばれ, 日常の生活において,何 らか

の援助を要する高齢者を対象とする。介護が必要な高

齢者に対 し,24時 間体制 (通常 3交代制)で看護 と

介護のケアが提供される。Low Care施 設は,通称ホ

ステルと呼ばれ,自 宅で自立 した生活は困難である

が,食事,洗濯,掃除などの家事サービスを受けなが

ら生活することができる。必要に応 じ,日 常生活の援

助を受けられ,ま た希望時には看護ケアも受けること

が出来る()。 ただしホステルの場合,介護サービスは

24時 間の中で,必要時に希望することはできるが
,

看護ケアは 24時 間ではなく,日 勤帯は看護師が勤務

する場合があるが,夜間はオンコールとなる。ホステ

ルは通常,ナ ーシングホームに隣接 していることが多

く,夜間緊急時は,ナ ーシングホームの看護師がす ぐ

に対応できるようになっている。これは日本のケアハ

ウスに類似 している。

オース トラリアの高齢者施設のほとん どは High

表2 オーストラリアにおける高齢者施設の分類

対象者とサービス提供の特徴

High

Care

(通称 :ナ ーシングホーム〉
対象は食事,清潔,排泄などの日常の生活にお
いて,何らかの援助を要する高齢者。介護が必

要な高齢者に対 し,24時 間体制で看護 と介護
のケアが提供される

日本の特養に類似

Low
Care

(通称 :ホ ステル〉

対象は自宅で自立 した生活が困難であるが,食
事,洗濯,掃除などの家事サービスが受けなが
ら生活できる高齢者。必要に応 じ,日 常生活の

援助を受けられ,ま た希望時には看護ケアも受
けることが出来る

日本のケアハウスに類似
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Care,Low Careの 混合である。2008年 ,Resident Classi―

ication Scale(RCS)と ,同年 よ り新 しく導入 された

Aged Care Funding lnstrument(ACFI)を 用いて評価 し

た結果によると,施設を利用する高齢者の 7割が High

Care対 象であ り,残 りの約 3割が Low Care施設 を利

用 している口)。

Ⅲ。南 オース トラ リア州 アデ レー ドの概 況

筆者の勤務 した南オース トラリア州とアデレー ドに

ついて述べる。オース トラリアの総人口は約 2,215万

人 (2009年 )であり,日 本の約 20倍の国土面積を有

する。オース トラリアは,連邦制国家で 6つ の州 と 2

準州の州政府から成 り,南オース トラリア州は,オ ー

ス トラリア国土の中南部に位置する。アデレー ドは南

オース トラリア州の州都であり,文化と芸術の都市と

して知られている。都市の規模 としてはオース トラリ

アで 5番 目に大 きい都市で,人 口は 2008年 現在で約

117万人である。人口は緩やかに増加 してお り,近年

は郊外への宅地改革が進んでいる。アデレー ドは南極

海に通 じる湾に面 しているため,気候は,基本的に冬

は穏やかで湿潤であり,夏は暑 く乾燥 してお り,地中

海性の気候をもつ都市である。この気候の為,ワ イナ

リーと観光,そ して教育が産業の主流 となっている。

他都市同様,南オース トラリア州も移民が多 く,近年

はアジア諸国からの移民,特に学歴や技術などスキル

のある移民の増加がオース トラリアの他州と同様に著

しい。1980年代から 19oo年代前半は鉄鋼や林業,ま

たワイン産業に従事するため ドイッなどのヨーロッパ

系の移民が他州に比べ多 く,1900年代後半ではベ ト

ナム,中 国からの移民も多 く,移民者の高齢化 もみら

れる閣。

Ⅳ.ナ ー シ ングホームの概 況

1.施設の環境と入所者の生活

筆者の勤務 したアデレー ドのナーシングホームの概

況について述べる (以下,Aナ ーシングホーム)。 A

ナーシングホームは非営利団体により運営されてお り

アデレー ド広域 7つの高齢者施設を持ち,施設と地域

に暮らす高齢者に様々なサービスを提供 している。A

ナーシングホームは,新 しい家が立ち並ぶアデレー ド

北音隊「外の静かな住宅街の中心に位置する。穏やかな

環境で,近辺には噴水のある池や公園,ス ポーツグラ

ンドがあり,池には時折,野生のペリカンが悠々と泳

中野 美加 :オ ース トラリアの高齢者施設における看護師の役割とわが国の課題の一考察
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いでいた。施設の受付には,小 さなオフイスがあ り,

2～ 3名 で事務と受付 を担当 している。施設の入 り回

横にはラウンジがあり,茶系の革張 りの高級感のある

ソファーに,落ち着いた色の壁には絵画,そ して窓の

横には 2羽の黄色のカナリアが,時折散歩に来てソフ

ァーに腰掛ける入居者を和ませていた。ラウンジの横

には,小 さなカフェテリアがあり,入居者と入居者の

訪問客とプライベー トな時間が過ごすことができる。

ネイルケアやアロマセラピーも行う小さなヘアサロン

もあり,入居者が希望時に予約 して利用できる。日常

生活に介助が必要であつても,ほ とんどの入居者は私

服で身なりを整え,女性はメイクをし,女性 も男性 も

清楚に自分らしさを表現 していた。

居室は夫婦で入所が必要な場合などに備えたふたつ

の 2人部屋があり,そ の他は全て個室で,各部屋には

シャヮーとトイレが付 き入居者のプライバシーが保た

れている。各部屋はその部屋で生活する高齢者のなじ

みの家具などが置かれ,日 本の食器棚ほどの大きな飾

り棚にアンテイークの置物が飾られていたり,お気に

入 りの絵や手作 りのキル トなどが壁に飾つてあつた。

ある車椅子の男性 Z氏 の部屋には,趣味で自慢の本

工用具がいつでも楽 しめるように部屋に置かれ,糖尿

病でインスリン自己管理が不可能で血糖値が不安定な

M夫 人の部屋には,木 目のクラッシツクなオルガン

が置いてあった。以前,教会でオルガンを弾いていた

という M夫 人の部屋からは,時折オルガンの柔らか

な音色が流れていた。オース トラリアのナーシングホ

ームでは,入居する高齢者の生活の場 として,そ の人

らしく暮らし,そ して本人のニーズあわせ日常の援助

やリハビリ,そ して必要な医療を受けることが出来て

いた。

2.施設の構成

Aナーシングホームは,ほ とんどが High Care高 齢

者であ り,Low Care高 齢者は 1割 程であった。施設

の総ベッド数は 100床で,メ インの南ウイングと北ウ

ィング,短期利用者向けの中央ウイングに分かれる。

南ウイングは認知症を伴わないか,軽度の認知症の利

用者が生活する (52床 ),北 ウイングは認知症専門の

ユニット (Dementia Speciic Unit)(38床 ),そ して中

央 ウイングはショー トタームユニ ッ ト (Shon Term

unit)(10床 )と して,介護者の休養の為のレスパイ

トケアや,術後など病院から退院し状態が安定するま

での期間の利用や,本人の状態,も しくは家の改築な

どの関係で,自 宅での生活に戻るまでの期間を過ご
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す。この期間,必要時には PTに より適切なリハビリ

を受けることも出来ていた。

3.施設のスタッフと勤務体制

ナーシングホームの勤務は 3交代制で行われる。ス

タッフの人数配置は,週末でない日勤を例に挙げる

と,施設長 (看護師)1名 ,専門看護師 (Clinical Nurse

Specialist:以 下 CNS)1も しくは 2名。看護師 (Regis―

tered Nurse:以 下 RN)1名 ,准 看護 師 (Enrolled

Nurse:以 下 EN)4名 (う ち半 日 1名 ),ケ アワーカ

ーが H名でうちその約 1/3は 援助が集中する早朝か

ら昼食後までの時間の半 日勤務 としていた。その他

に,CNSが 2名お り,う ち 1名 は老年看護の CNSで

あるとともに,創傷ケア専門の CNS(日 本の WOC

認定看護師の位置付けとは異なる)であつた。日勤で

は両方もしくは片方のどちらかは勤務する体制を整え

ていた。

オース トラリアのナーシングホームの施設長は看護

師であ り,看護師の 24時 間勤務が義務付けられてい

る。人口の高齢化が進み,オ ース トラリアでも施設で

の医療ニーズが高まり,入居者がその人らしく生活を

過ごすためのサポー トのひとつとして,ケ アワーカー

(Care Worker,以下 CW)は 日常生活援助のケアサー

ビスを提供 し,看護師は必要な医療的ケアを任う。ナ

ーシングホームに医師は常駐 しない。通常,地域の家

庭医 (GP:General Practitioner)(別 称 三Family Doc―

tor)が各利用者の担当医となり,Aナ ーシングホー

ムでは,5-6名 の GPが担当 していた。担当医は日

中,地域のクリニックで勤務 してお り,必要時には電

話等で連絡を取ることができる。また,夜間や休 日で

あっても持ち回 りでオンコール体制を取つている為 ,

常に医師と連絡が取れる体制が整っていた。

4.職種のパックグラン ド

オース トラリアの専門職の教育課程は日本と一部異

なるため解説 を加 える。オース トラリアの看護師

(RN)教育はすべて大学学士課程で行われている。ナ

ーシングホームの施設長は,通常,総合病院で RN

と管理職の経験があり,修士課程で病院や施設などの

組織のマネジメント等についてさらに学んでいる。高

齢者施設に勤務する CNSは ,通常総合病院での経験

に併せ,さ らに修士課程で高齢者への看護を専門に学

んでいる。筆者が勤務 していた際,共 に働いた RN

は,合わせて約 10名 で,その多 くは,パー トタイム

で他の総合病院で も勤務する看護師たちで,ICUや
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急性期病棟でも働 く経験豊富な看護師であった。高齢

者を対象とするナーシングホームでの看護師業務は幅

広い疾患に対応 しなくてはならず,ま た,病院と異な

り,夜勤などは他の看護師や医師が常時勤務 していな

い為,責任が重 く,看護師としての病院勤務経験が欠

かせない。

ケアワーカー (CW)は ,通常,カ レッジ (専 門学

校)で介護の Certiicateを取得 しているか,も しくは

施設で研修を受けている。Cwの中には,経済的な理

由が主で働 く人,医療関係 とは異なる職種経験者,医

療関係 とは異なる分野を大学などで学んだが高齢者へ

のケアに関心がある人や,海外で医師や看護師として

勤務 していたスタッフなど,CW人 材のバックグラン

ドの幅が広いのが特徴的であった。

V.ナ ー シ ングホー ムで の看 護 師の役 割

Aナ ーシングホームに勤務する看護師 (RN)は ,

ケア・コーディネーターとして関わり,3ウ イングの

施設入居者全体を把握 している。ケアプランの確認 ,

必要時のバイタルサインチェックに加え,RNは他職

種 と常に連携をとり,チ ームケアの中心的役割を担っ

ていた。看護師の日々の業務を含めた役割には医療的

行為,他職種 との連携などが挙げられるが,以下,主

な項 目に沿ってそれらの具体的内容を述べる。

1.薬の投与と管理 Medication Administration

看護師は医師が指示を記入 したメディケーションチ

ヤー トに沿って投薬する。オース トラリアやイギリス

などの病院では,通常,錠剤の箱からひとつずつ確認

し与薬するが,ナ ーシングホームなどの施設では,病

院と比較すると指示の変更が少ない為,主にブリスタ

ーパ ックを用いる (写 真 1)。 ブリスターパ ックは
,

処方箋に基づき,薬剤師が薬局で用意する。1週間分

写真 1 高齢者施設で通常用い られるブ リスターパ ック

縦列が 1週 間の曜日で,横列に朝食後,昼食後,夕 食後,就寝前
の4つ に分けられている。

の薬が,朝食後,昼食後,夕食後,眠前に分かれて入

ってお り,短期間投与の抗生剤などは,定時薬と色の

異なるブリスターパックを用い,何 日間投与されてい

るかがわかりやすいようになっている。ブリスターパ

ックには,利用者の写真が付いてお り,メ デイケーシ

ョンエラーを最小限に防いでいた。

ィンスリン注射,皮下注射,筋肉注射については
,

必ず看護師 2名で処方指示,薬品名,投与量,投与ル

ー ト,有効期限,入居者名と入居者本人を投与前に確

認 し,2名のサインを記入する。オース トラリアの病

院や高齢者施設では,看護師の判断で投与可能な薬

(Nursc lnitiated Medication:NIM)が 各病院,施設で

プロ トコールとして決められている。与薬 した薬はメ

ディケーションチャー トとカルテに記載 しなくてはな

らない。メデイケーションチャー トの中には,NIM
用の欄が設けられている。その他,ナ ーシングホーム

でも病院同様,モ ルヒネなどの麻薬が保管されている

ので,勤務帯毎に 2名 の RN(前後の各勤務帯 RN l

名)で,ひ とつひとつの薬の薬品名と数と有効期限に

ついて確認を行 う。特定の研修 を受けた ENで あれ

ば,ENと の確認 も可能であるが,確認者 2名 のうち

1名 は必ず RNであることが義務づけられている。

2.創傷マネジメン トWOund Management

褥蒼,下肢潰瘍などの処置を主に行う。初回の創傷

マネジメントのアセスメントは必ず RNに よって行

われる。創傷アセスメントチャー トのアセスメント欄

を記入後,創部の状態,サ イズ,疼痛の有無などを記

入する。洗浄液の種類,塗布薬,ド レッシングの種類

も,RNの判断で適切なものを選択 し,創傷マネジメ

ントのプランをたてる。ケアプランにも追加 し,処置

毎に創傷マネジメン トプランが適切であるかを評価

し,次回のアセスメント予定日を記入する。ほとんど

の RNは ,創傷マネジメントの研修を受けている為 ,

マネジメントのプランをたて,評価をすることが出来

る。感染の疑いがある場合,RNの 判断で細菌培養の

指示を出すことも可能である。処置は入居者の個室で

行 うことが多いが,施設内に RNが使用する診察室

も設けられてお り,必要に応 じいつでも利用すること

ができる。処置に用いる ドレッシングパ ック (ガー

ゼ,ト レイ,ピ ンセット,処置シー ト込み)は ,感染

予防の為,全てディスポーザルである。 また,Vac

Dressing(陰圧式吸引 ドレッシング)な どの機器 も,

ホームナーシングサービス (地域の訪問看護サービ

ス)を介 し必要時レンタルすることが可能であり,入

圏鯰 鏃 :蠍1茫 1
圏戦滲渕 ぽ鶴IW酵 1:

圏覇辟輻 肘聯=1翻諄≪
幽‐      罐
1湖        ダ
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院を要する処置であってもナーシングホームで生活 し

ながら治療を受けることができる。

3.ス トーマ・胃痩ケア Stoma care/PEG(Percutane_

ous Endoscopic Gastrostomy)Care

ス トーマと胃度のケアは,RNと ENが管理する。

ス トーマ周辺のスキンケアについては,ス トーマ専用

のアセスメントシー トを用い,粘膜皮膚接合部の観

察,ス トーマ装具が適切か等,ア セスメントを行 う。

また,食事や排泄,日 常生活について,入居者ヘア ド

バイスを行う。ス トーマ接合部の皮膚観察,ス トーマ

バ ッグの交換処置などについて,RNは ENに 指導す

る。また,ENは処置時,疑問や不明な点がある際に

は RNに 報告する。ス トーマ粘膜皮膚接合部周辺に

皮膚の発赤や異常がある際には,処置と観察は ENで

なくRNの みの実施 となり,状況に合わせ,施設内

の CNS,ま たは失禁コンサルタントナース (週 2回

施設を訪問),GP,地域のス トーマ専門ナースに相談

出来るシステムになっている。

失禁コンサルタントナースはス トーマを含め,オ ム

ツやパッド,下剤や食事 (食物繊維の多いメニューな

ど)な ど,全ての入居者の排泄に関する助言を行 う。

RNは失禁 コンサルタン トナース との話 し合いで
,

NIMに 含まれる下剤の量を調節 し,ま た処方 された

下剤の投与量の変更が必要と思われる場合には,医師

へ連絡 し,必要時には,食事変更を依頼する。食事変

更を依頼は,通常,フ ァイバー食 (食物繊維の多い食

事)への変更など,RNの 判断で依頼出来るものと
,

栄養管理士や sT(Speach Therapist:以下 ST)の 指示

が必要なものがある。

経腸栄養投与には,高齢者の安全の為,通常,自 動

ポンプを用いる。PEG挿 入部の皮膚観察は勤務帯毎

及び適宜行 う。PEGの 交換は,定期の交換時期に ,

医師ではなく,PEG交換の研修を受けた地域のホー

ムナーシングサービスの RNに よって行われる。筆

者が勤務 していた施設 (100床 )で は,ス トーマの入

所者は 1名 ,胃度の入居者は 2名であった。オース ト

ラリアでは,施設であつても地域であっても,高齢者

が出来る限り最期まで本人の日から食事が摂取できる

よう援助することを推奨 している。

4.糖尿病コン トロール Diabetic Control

血糖チェックは,RN,ENに よつて行われる。イン

スリンは利用者毎に処方され,保管 してある。インス

リン処方指示は,2名 の RN(も しくは RN,EN l名
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ずつ)で確認を行う。病院同様,血糖チェックのビッ

ク (針 と本体合わせて 2 cm程 のサイズのもの)は ,

感染予防の為,針 と本体ごと全て使い捨てであった。

インスリン投与時は通常,デ イスポーザルの注射器を

用い,ダイヤル式,ベ ンタイプのものは,個 人用に用

意 し,針以外の本体であつても共有するということは

禁止されている。

糖尿治療食の指示は,担当医,栄養管理士によって

出される。糖尿食であってもアセスメン トされた上

で,内容は異なっても,他の入居者同様,内容は異な

るがデザー トも豊富に付いてくる。あれを食べてはい

けないこれを食べてはいけないと規制するより,RN
はその利用者が何を食べたいかのニーズを把握する。

ただし,その人が食べたいから許可する,与えるとい

う安易なものではなく,血糖値,内服薬,症状など
,

身体・心理的側面からも総合的にアセスメントを行っ

たうえで判断 してい く。必要時には栄養士や担当医 ,

地域の糖尿病専門看護師に連絡を取ることができる。

5.酸素療法 Oxygen Therapyと 胸痛時の対応 Chest

Pain

酸素療法が必要な利用者は,通常自宅より施設内ヘ

持参 していた。施設内にはポータブルの酸素が用意さ

れてお り,緊急時いつでも利用できるように備えてあ

る。胸痛の対応としては,病院同様,施設でも胸痛時

の対応として,マ ニュアルが作成されてお り,胸痛時

はアセスメントの上,RNの判断で酸素療法が開始さ

れる。このアセスメントの中には,利用者の状態や投

与中の薬,既往歴,特に COPD(Chronic Obstrllctive

Pulmonary Discase慢 性閉塞性肺疾患)な どの呼吸器

疾患の既往などの有無も含まれる。

6.疼痛マネジメン トPain Management

多くの高齢者は関節痛など何 らかの疼痛を伴うケー

スが多い。疼痛に関 しては,部位や疼痛の種類,頻

度,身体面,精神的面,現在使用 している内服薬など

からアセスメントを行う。先述 した NIMの 中に,種

類は限られるが鎮痛剤 も含まれている。RNが,副作

用,ア レルギー,他の内服薬との相互作用など総合的

にアセスメントし,投与 しても良いと判断したうえで

NIMの 中から投与することが可能である。RNは投与

後には必ずカルテに記載するとともに,一定の時間内

に投与後の効果の評価を行い記載 しな くてはならな

い。Aナ ーシングホームでは,投与後のアセスメン

トを行う目的と,記録漏れを防止する工夫として,利



用者名,薬名,投薬量,入居者の訴えと投与 した時

間,投与後の入居者の声や様子を含めた投与後の評価

と評価時の時間など全ての内容を記入できる専用シー

ルを作成 し活用 していた。このシールは黄色の用紙

で,日 々の記録部分に貼 り,どの RNや 医師,他職

種が見ても分か りやす く,その入居者の疼痛緩和への

工夫や処方指示の見直 しなどの評価に役立っていた。

7.緩和ケア Palliative Care

緩和ケアはがんなどによる慢1生的疼痛を和 らげ,そ

の高齢者が施設の中でその人らしく生活を続けられる

ように援助を行う。がん末期であった A夫人の例を

述べる。日本ではがん末期は `タ ーミナル'と 表現さ

れることが多い。オース トラリアでは (筆者の経験 し

た範囲では),その人の余命により,その人の最期が

日前に近 くなるまでは「ターミナル (終末期,最期 )」

という言葉をあえて用いず,例 えば `Mrs A is in Pallia―

tive(Care)。 'と いうように緩和的なケアを受けている

状態,ま たは緩和的なケアを必要とする状態と表現 し

ていた。

A夫人はがんによる疼痛 を緩和の為,定時,及 び

本人の希望時にモルヒネなどのオピオイ ドの投与を受

けていた。緩和ケアでは,痛みや苦痛を伴わない様 ,

全てのケアにおいてマネジメントされる。例えば CW
らによって行われる清拭ひとつでも苦痛を伴わないよ

う緩和的ケアが工夫される。RNは CWと 連携 をと

り,疼痛を伴うと予測されるケアの前には,指示の中

から RNの 判断で事前にモルヒネを投与 し,疼痛に

よる苦痛を最小限にコントロールしていた。清拭や体

位交換時などは cwは 1名 ではな く2名 で実施する

ようプランをたて,ま た,A夫 人へ必要な精神面の

ケアも行っていた。

オース トラリアでは,地域における医療保健サービ

スを充実させるため,公費病院を中核 とした医療保健

サービス管轄の区域を明確にし,そ の地域住民の健康

に責任を持つ地域ケアシステムを定着させている。A

夫人の担当医は GPと 公費病院の緩和ケアチームの医

師の 2名 となる。A夫人の緩和ケアに用いる薬剤は
,

緩和ケアチームの医師の処方により公費病院から取 り

寄せる。A夫人は施設で生活 しなが ら,病 院並みの

治療 とケアを受けることができていた。ナーシングホ

ームの RNは A夫人の身体面,精神面,疼痛,家族

の状況など多角的にアセスメントを行い,適宜,緩和

ケアチームの緩和 ケア専 門看護師 (Palliative Care

CNS)や 医師とコンタク トを取 り,A夫 人にとって最
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善のケアを提供 していた。

8.終末期ケア End of Life Care

ナー シ ングホームに入所 す る全 ての高齢者 は

ACATの アセスメン トを受けている。このアセスメ

ントの時点で,通常,入居者は自分の最期をどのよう

に迎えたいかを話 し合って入居する。この為,入居時

にはすでに,緊急時の連絡先をはじめ (緊急連絡先が

家族でない場合 もある),宗教,牧師の連絡先,リ ビ

ングウィル記入の有無などが,入所時のフォームに記

載されている。ターミナル期は,RN含 め全てのスタ

ッフが,そ の人がその人らしく最期を迎えることがで

きるように最善をつ くす。RNは ,本人と′亡、の準備に

ついて話合い,家族やその高齢者が望む人と連絡を取

る。終末期ケアでは,緩和ケア,疼痛マネジメントと

並行 して行われるので,疼痛は最小限に抑えられる。

先述の A夫人の場合 も,本人や家族の希望を聞き,

CWと の協力で,本人の好きな中庭の見えるところま

でベッドを移動 し,外の風を感 じる時間や,大切な人

と時間を過ごせる時間を大切にしていた。また,ベ ッ

ドサイ ドに本人が希望 していた牧師に来てもらい話を

聴 く時間を設けるなどして精神面のスピリチュアル

と,そ の環境 と時間を大切に していた。その後,A
夫人は苦痛な表情なく安らかに最期を迎えた。

9.イ也1職種 との連携 Team care&Consulting

ナーシングホームで勤務する RNは 常に入居者の

状態を観察,把握 し,高齢者の言葉では表現されにく

い小さな変化に気付 き,ア セスメントを行う。他職種

との連携の中に情報交換 とコンサルテイング業務 も

日々欠かせない。

生活の援助を行い,施設の中で高齢者に最 も近 く関

わるのが CWで あ り,ひ とりで入居者全体を把握 し

なくてはならない RNに とって,Cwは パー トナーと

して欠かすことのできない存在である。CWは ,ケ ア

を行う中からの小 さな変化を察知 し,ENも ケアや処

置の際の変化などを RNに報告する。例えば CWが
シャワーを行う際,上腕にこれまでにない発赤があっ

た,今 日は排泄にいつもより時間がかかつていた,今

朝,声かけに少 し反応が遅かったなどの情報は欠かせ

ない。また,ENに よる包交時前回よりも浸出液が多

かった等の情報なども,全て看護に欠かせないもので

あろう。

RNはそれらの情報を得た後,ア セスメントし,適

切な判断を行いケアに結び付 けて行 く。RNも EN,
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cwも それぞれの役割が明確であ り,お 互い協力 し,

施設で生活する高齢者を支える上でベス トなパー トナ

ーと言える。また,そ の他の専門職種 との情報交換 ,

連携 も不可欠である。

RNは ,情報によるアセスメントの結果,必要 と判

断すれば,PT,oT,sT,栄養士,失禁コンサルタント

ナース,ポ ダイア トリス ト (足治療士)な どへ紹介状

(依頼状)を作成する。この際にはアセスメントの内

容をカルテに記入し,どの職種 もその利用者の状況を

把握する。アセスメントの判断に迷う際には,CNS,

または看護の経験が豊富なマネージャー (施設長)に

も相談できる体制も整っている。例えば,入居者が鬱

傾向にある場合などは,本人,家族,RNや 医師を含

め話 し合い,臨床心理士に訪間を依頼するなど,ナ ー

シングホームであってもその人に適切で必要なケアが

専門家によって提供されていた。

10。 安全と質の管理 (Safety and Quality)

ナーシングホームで勤務する RNの 役割には,施

設の安全と質の管理も求められる。感染予防 Infcction

Contrd,リ スクマネジメントRisk Management(転 倒

予防なども含む),ス タッフ欠勤時のロスターアレン

ジメント,ス タッフ管理とスタッフ教育 Sta∬ Manage―

ment&Educationな ど管理や教育も含まれる。

職業に関する健康及び安全管理 Occupational Hcalth

&Safety(OHS)に 関 して,主な責任は施設長にある

が,日 々における安全の管理は RNも 行 う。マニュ

アルハンドリングの確認では,ホ イス ト (リ フター)

やペリカンベル ト (立位・歩行補助具)な どのアシス

タント・デバイスを適切に正確に利用 しているか,ノ

ー・リフトポリシー (持ち上げない・抱え上げないケ

ア)が守られているかを確認する。スタッフが与えら

れた休憩時間を取っているかを確認することも職業に

関する安全管理 OHSに 含まれる。

さらに,平等な権利 Equa1 0ppo貢 unity Policyの 下 ,

また,入居者やスタッフの異なる文化背景 (宗教など

を含む)であっても,平等に対応できているかを見守

り確認することも,RNの 日々の役割である。

Ⅵ。 日本の高齢者施設 における課題の一考察

高齢者施設における看護師の配置基準と役割

オース トラリアのナーシングホームも,日 本の特養

も同様に,施設は高齢者にとって生活の場であり,看

護師,介護者は高齢者自身がその人らしく生活できる

リハビリテーション学編 (20H年 3月 )

よう援助 し,高齢者ひとりひとりの意志やニーズを尊

重することを大切にしている。また,両国ともに医療

の発達と加速する人口の高齢化により,高齢者施設で

の医療ニーズが高まっている。

高齢者施設の分類としては,オ ース トラリアのナー

シングホームは,日 本の特養に類似するが,オ ース ト

ラリアのナーシングホームと日本の特養で大 きく異な

る点のひとつとして,看護師の勤務体制と役割があげ

られる。現在の日本の特養は,医療提供を主な目的と

した施設ではないために,特養で医療的処置を行える

看護師数の配置は少なく,通常看護師の 24時 間勤務

体制はとられていない。一方,オ ース トラリアのナー

シングホームでは,看護師 (RN)の 24時間勤務体制

が義務付けられている。

オース トラリアのナーシングホームで働 く看護師

は,入居者全体の把握が必要であると共に,創傷ケア

や投薬などの場面では,看護師自身でアセスメント

し,処置方法の選択や,NIMな どの一定薬剤の投薬

も行う。看護師には,疼痛コントロールや創傷マネジ

メントなど幅広い知識と,ア セスメントカ,判断及び

評価する能力が求められる。

施設では様々なケアやサービスが提供されてお り,

末期がんの緩和ケアのように日本であれば病院に入院

して受けるような治療 もナーシングホームで生活 しな

がら受けることができる。その中で看護師は中心的な

役割を担い,責任 と役割は大きい。日本でも看護師の

24時 間勤務体制 と役割拡大の検討が重要であると考

える。

オース トラリアではそれぞれの専門職種の役割が明

確であ り,それぞれがお互いの役割を認識 し,高齢者

をとりまく医師や看護師,CW,PT,OT,STな ど,そ

れぞれの専門職種が協力 し連携 してその高齢者に適 し

たケアを提供 している。病院の医師や CNSな どを含

めた緩和ケアチームの例にあるように,日 本でも地域

の専門職と常に連携 し,専 門的なア ドバイスを受ける

ことができるようなシステムが必要であろう。

高齢者施設における人材の確保 と教育

厚生労働省は,平成 21年度より特養における看護

スタッフと介護スタッフの連携による医療的ケアの在

り方について検討 してきた。特養での医療的ケアにつ

いて,モ デル事業を日本各地の特養で実施 した結果や

報告書などを踏まえ,特養で勤務する介護職員による

一部の医療的ケアはやむを得ないとし,介護スタッフ

に看護師が医療的処置方法を指導 し,看護スタッフと
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介護スタッフが連携 して医療的ケアを行っていく方向

にある19'20。

しか しながら,特養での人員配置の見直 しはなく,

医療ニーズが今後も増加することを踏まえると,介護

士や看護師の負担が増え,専門職者として育った介護

士が,介護職から離れることも危惧される2)。

オース トラリアも日本 と同様に,看護師や CW不

足が問題 となっている。加速する高齢者増加に伴い
,

政府は国をあげて,高齢者施設で働 く看護師を育成す

ることを国の行動計画の中のひとつに取 り入れ,教育

へのスカラシップと就職後のサポー トを行 ってい

る"'郎
)。 日本においても現存する介護や看護の専門的

な人材を,今後の人口,政治・経済の動向も踏まえ,

いかに有効にアロケーシヨンしてい くかが大きな課題

のひとつであると考える。

また,日 本は人口の高齢化 に伴い経済連携協定

(EPA)20に より外国人看護師,介護士を少 しずつ受け

入れようとしている。オース トラリアで異なる多様な

文化背景を持つ多 くの RNや CW達 (イ ギリスやフ

イリピン,タ イなど多 くの国々)と 勤務 した筆者の経

験より,病院であっても,施設であっても,看護と介

護を人へ提供するには,そ の国の言語を用いた知識と

コミュニケーション能力が欠かせない。

オース トラリアやイギリスなどの場合,医療現場で

も用いられる言語が英語であるため,英語がセカンド

ラングージであるフィリピン人にはほとんど問題はな

い場合が多い。 しか しなが ら日本の場合,記録や薬

剤,申 し送 りなどが日本語である為,必然的に日本語

が必要となる。また,現時点では,日 本の病院や介護

現場 も異なる文化を受け入れる体制が十分に整ってい

るとは言えず,資格を取得するまでの支援,資格取得

及び就職後も長期的なサポー トを行っていく必要があ

る。外国人看護師,介護士の受け入れに関しては,数

年,数十年先の社会的保障を含むソーシャルコス トを

含めた総合的な評価が必要となると考える。政府は国

としての対応について評価を海外から受けることも忘

れてはならない。

一方,日 本では,現在,現場を離れた介護士約 20

万人,看護師が約 55万人に及ぶと言われている2■ 20。

一度は介護,看護を目指 した人材であり,看護や介護

の職場を離れたとしても必要な教育を受けている。政

府は早急に多 くの職場を離れた介護士,看護師が,一

定の期間の研修等で復帰出来る道づ くりをサポー ト

し,高齢者への介護現場での人材を確保 し,各職場で

は,勤務形態の緩和を図ることができるよう経済的な

支援を行うべきであろう。また,介護士という介護の

専門家の人材を今後も育てつつ,オ ーストラリアの例

にもあるように,よ り多くの人に介護職への門戸を大

きく広げること,そ して専門的な研修等により,質の

高い人材を育成していくこともひとつではないか。

日本の高齢者ケアや高齢者ケアのシステムには,世

界的モデルに値する点が多 くあげられるが,そ の人に

必要なケアや医療的なサービスを,住みなれた自宅で

あっても施設であつても受けられるようなサービスの

しくみと,サ ービスヘのアクセス改善も今後考えて行

く必要があると考える。

Ⅶ。お わ りに

本稿では,オ ース トラリアにおける高齢者ケアの背

景や概況と,筆者がオース トラリアで看護師として実

際にナーシングホームで勤務 した経験をもとに,ナ ー

シングホームでの看護師の役割について述べた。オー

ス トラリアのナーシングホームでは,医療的ケアを含

めた看護 と介護が 24時 間提供され,施設の中では高

齢者がその人らしく生活することができていた。看護

師は施設で生活する高齢者を多角的にアセスメン ト

し,地域を含め様々な形で他職種 と連携をとり,高齢

者自身に適 したケアを展開し,提供 している。高齢化

という人口動態の変動や,社会保障システムが日本と

類似 したオース トラリアのナーシングホームでの看護

師の役割は,今後の日本の高齢者施設における看護の

あり方に示唆を与えると考える。

日本は世界に誇る長寿国のひとつであり,ま た,高

齢社会の先進国として,高齢者の選択 した終の住みか

にかかわらず高齢者ひとりひとりが最期までより良い

サービスやケアを受けることのできるモデル国であつ

て欲 しいと願う。
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